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製品ラベルの変更並びにラベル言語指定についてのお願い 
 
拝啓 貴社益々御隆昌の段お慶び申し上げます。 
 平素は格別のお引き立てを賜り衷心より御礼申し上げます。 
 さて、GHSラベル施行に伴い、2011年4月15日から製品ラベルデザインを変更させ
ていただきます。 
貴社に納入する製品に、新旧ラベルが混在する場合がございますが、何卒ご了承の程

お願い申し上げます。 
 弊社は、国内外の国連勧告 GHS の法制化の動きに対して、迅速対応を頂ける様「和
文、英文、台湾文、中国文」の4言語製品ラベルを用意しております。 
 つきましては、弊社製品発注時に以下も併せてご指定をお願い申し上げます。 
 ご不明点等ございましたらご遠慮なく弊社営業へお問合せください。 
引き続き弊社製品のご愛顧をよろしくお願い申し上げます。 

 
記 

 
(1) 「和文、英文、台湾文、中国文」の 4 種類の言語ラベルを用意しておりますので、
ご希望のラベル言語をご指定ください。 

 
(2) GHSラベル表示が義務化されている国は「日本、台湾、中国」であり、2011年5月

1日から「中国」は義務化事項が増強されますので、当該国で弊社製品をご使用頂く
場合は当該国言語ラベルをご指定ください。 

 
(3) 中国語ラベルにおきましては製品名として「英文名、中文名」の併記が義務付けら
れております。中国語ラベルを指定いただければ、「英文名、中文名」が表示されま

す。 
 
(4) 弊社から納入させて頂いた後に製品の最終使用国変更等があり、ラベル言語変更が
必要となった場合は、お客様各位のご対応になります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 


